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幼保連携型認定こども園の認可基準（平成２５年１２月２６日現在の国の資料を基に作成） 

項 目 区分 国の基準（案） 柏市の基準（案） 

学級編

制・職

員 
 

学級編制 従 

〇 保育認定の有無にかかわらず，満３歳以

上の子どもの教育課程に係る教育時間は学

級を編制する。 

 同左 

職員配置基準

（学級編制基

準） 

従 

〇 満３歳以上の子どもの教育課程に係る教

育時間を含め，保育所と同様に職員配置基

準を設定する。 

〇 満３歳以上の子どもの学級には，職員配

置基準上の職員等により，専任の保育教諭

を１人置かなければならないこととする。 

〇 １学級の幼児数は，３５人以下を原則と

する。 

 同左。ただし，３

歳児に係る１学級の

幼児数は，３０人以

下を原則とする。 

その他の職員

の配置 
従 

〇 調理員は必置とする。ただし，調理業務

の全部を外部委託又は外部搬入する場合は

調理員の配置は不要とする。 

 同左 

設備 

建物及び附属

設備の一体的

設置 

従 

〇 同一の敷地内又は隣接する敷地内に設け

ること（公道を挟む程度を含む）を前提と

する。 

 同左 

保育室等の設

置 
従 

〇 満２歳以上の子どもを受け入れる場合

は，保育室，遊戯室をそれぞれ必置。ただ

し，特別な事情がある場合は，保育室と遊

戯室の兼用も可 

〇 満３歳以上の子どもに係る保育室の数

は，学級数を下らない。 

〇 満２歳未満の子どもを受け入れる場合

は，乳児室又はほふく室を必置 

 同左 ※国の基準

の規定ぶり次第で

は，保育室と遊戯室

を兼用とする場合，

保育室の設置は遊戯

室の設置に優先する

ものとする基準の追

加もあり得る。 

    

園舎の階数，

保育室等の設

置階 

従 

〇 園舎の階数については，２階建以下が原

則。特別な事情がある場合は，３階建以上

も可 

〇 保育室等の設置階については， 

 ・ 乳児室，ほふく室，保育室，遊戯室，

便所については，１階に設置することが原

則 

 ・ 満３歳未満の子どもに係る乳児室，ほ

ふく室，保育室，遊戯室，便所について

は，園舎が耐火建築物で保育所で求められ

ている待避設備等（階段，待避上有効なバ

ルコニー，転落防止設備等）を備える場合

は，３階以上に設置可 

 同左 

 

        

園舎・保育室

等の面積 
従 

〇 園舎の面積（満３歳未満の子どもに係る

保育の用に供する部分を除く）は，幼稚園

基準を満たすこと。 

 【１学級：１８０㎡，２学級：３２０

㎡，３学級以上：１学級につき１００㎡

増】 

同左。ただし，乳

児室の面積について

は，１人につき３．

３㎡以上とする。 
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〇 各居室（乳児室，ほふく室，保育室，遊

戯室）の面積は，保育所基準を満たすこ

と。 

 【乳児室：１人につき１．６５㎡以上】 

 【ほふく室：１人につき３．３㎡以上】 

 【保育室又は遊戯室：１人につき１．９

８㎡以上】 

運動場等の設

置・面積 
従 

〇 園庭（運動場，屋外遊戯場）は必置 

〇 園舎と同一の敷地内又は隣接する位置と

することを原則 

〇 面積は，以下の面積を合計した面積以上 

 •満３歳以上の子どもに係る幼稚園基準に

よる面積（a）と保育所基準による面積(b)

のいずれか大きい方の面積 

  a＝【１学級：330㎡，２学級：360㎡，

３学級：400 ㎡，４学級以上：１学級

につき 80㎡増】 

  b＝【満２歳以上の幼児１人につき，3.3

㎡以上】 

 •満２歳の子どもについて，保育所基準に

よる面積 

  【満２歳の幼児１人につき，3.3 ㎡以

上】 

 同左 

    

調理室等の設

置 
従 

〇 自園調理による食事の提供の場合は，調

理室の設置を原則 

〇 ただし，食事の提供をすべき子どもの数

が２０人未満である場合は，自園調理の場

合であっても，調理設備を備えていれば可 

〇 外部搬入による食事の提供の場合は，調

理のための加熱，保存等の調理機能を有す

る設備を備えること。 

 同左 

運営 
教育時間・保

育時間等 

参 

○ 保育を必要とする満３歳未満の子どもの

１日の保育時間は，８時間を標準 

○ 保育を必要とする満３歳以上の子どもの

１日の教育及び保育時間は，８時間を標準 

 同左 

従 

〇 満３歳以上の子どもの１日の教育時間

は，４時間を標準 

〇 満３歳以上の子どもの教育週数は，３９

週を下回らない。 

 同左 

     

 食事の提供 従 

〇 食事の提供は，保育認定を受ける子ども

（２号子ども(注)・３号子ども(注)）と

し，教育標準時間認定を受ける子ども（１

号子ども(注)）への食事の提供について

は，園の判断 

〇 食事の提供は，自園調理を原則とし，満

３歳以上の子どもについては，現行の保育

 同左 
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所と同様，外部搬入も可 

〇 満３歳未満の子どもに対する食事の外部

搬入は不可 

（注） 

 ・１号子ども：子ども・子育て支援法第１９条第

１項第１号に該当する場合（＝満３歳以上の保

育に欠けない子ども） 

 ・２号子ども：子ども・子育て支援法第１９条第

１項第２号に該当する場合（＝満３歳以上の保育

に欠ける子ども） 

 ・３号子ども：子ども・子育て支援法第１９条第

１項第３号に該当する場合（＝満３歳未満の保育

に欠ける子ども） 
 

     ※１ 既存施設（幼稚園，保育所）からの新たな幼保連携型認定こども園への移行の特例 

   既存施設の有効活用や円滑な移行に配慮し，既存施設からの移行の特例を設ける（事後的

に基準を満たすことが容易でない「設備」に関しては移行特例を設けるが，「学級編制・職

員」「運営」については移行特例を設けない。） 

※２ 現行の幼保連携型認定こども園から新たな幼保連携型認定こども園への移行の経過措置 

   現行の幼保連携型認定こども園の基準を適用する経過措置を設ける（事後的に基準を満た

すことが容易でない「設備」に関しては現行の基準を適用するが，「学級編制・職員」「運

営」については新基準を適用する。） 

※３ 「区分」の欄については，平成２６年２月２８日時点で国が示している未定稿の仮案を基

にしており，今後変更があり得る。 

 

（参考） 

区分 効果 備考 

従うべき基準 

（従） 

必ず適合しなければ

ならない基準 

法令等の「従うべき基準」と異なる内容を定めること

は許容されないが，当該基準に従う範囲内で，地域の

実情に応じた内容を定めることは許容されます。 

参酌すべき基準 

（参） 

十分参照しなければ

ならない基準 

法令等の「参酌すべき基準」を十分参照した結果であ

れば，地域の実情に応じて，異なる内容を定めること

は許容されます。 

 


